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貸 借 対 照 表 
（平成18 年3 月31 日現在） 

（単位：千円） 

資産の部   負債の部   

Ⅰ 固定資産   Ⅰ 固定負債   

 １ 有形固定資産      資産見返負債   

    土地  7,354,064     資産見返運営費交付金等 196,068  

    建物 6,682,089      資産見返寄附金 8,124  

     減価償却累計額  846,112 5,835,977     資産見返物品受贈額 1,421,607 1,625,799 

    構築物 619,471     長期寄附金債務  16,248 

     減価償却累計額 276,279 343,192 固定負債合計   1,642,048

    機械装置 2,197     

     減価償却累計額 454 1,742 Ⅱ 流動負債   

    工具器具備品  240,729     運営費交付金債務  237,276 

     減価償却累計額 99,168 141,560    預り施設費  30,000 

    図書  1,459,986    預り補助金等  61 

    美術品・収蔵品  15,670    寄附金債務  11,930 

    船舶 267     預り金  18,717 

     減価償却累計額 267 0    未払金  404,215 

    車両運搬具 25,262     未払費用  390 

     減価償却累計額 6,719 18,543    未払消費税等  5,399 

有形固定資産合計    15,170,736 流動負債合計   707,989

２ 無形固定資産   負債合計   2,350,038

    ソフトウェア  36,797    

    その他無形固定資産  868    

無形固定資産合計    37,665 資本の部   

３ 投資その他の資産    Ⅰ 資本金   

    長期性預金  5,000      政府出資金  14,525,475 

    預託金  92 資本金合計   14,525,475

投資その他の資産合計    5,092     

固定資産合計    15,213,494 Ⅱ 資本剰余金   

      資本剰余金  133,024  

Ⅱ 流動資産      損益外減価償却累計額(△) △ 1,187,938  

    現金及び預金  924,741 資本剰余金合計  △ 1,054,914  

    未収学生納付金収入  8,460    

    前渡金  30,000 Ⅲ 利益剰余金    

    前払費用            479                        教育研究環境整備積立金  128,750 

    未収収益  7    積立金  15,720  

    その他流動資産  3,046    当期未処分利益  215,157  

流動資産合計    966,733     （ うち当期総利益  215,157 ）  

資産合計   16,180,228 利益剰余金合計   359,627  

   資本合計   13,830,189

   負債資本合計  16,180,228
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平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

――― ――― ――― 3,434,192     3,466,670     

――― ――― ――― 39,761         61,218         

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

802,574        800,340        793,354        707,872        868,439        

745,427        733,172        727,137        618,833        775,951        

授業料収入 597,565        594,393        589,103        460,077        605,703        

入学料収入 123,527        112,542        112,984        128,578        143,152        

検定料収入 24,335         26,237         25,050         30,178         27,096         

54,780         64,549         64,058         79,415         80,776         

2,367           2,619           2,159           9,624           11,712         

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

1,249           1,220           1,164           1,116           1,204           

――― ――― ――― ――― 92               

428             394             384             466             490             

1,097           1,217           1,127           1,416           1,121           

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

55,380 63,896 80,992 155,326 177,678

34,800 42,210 57,340 60,560 60,050

17,880 18,886 23,652 20,875 9,361

2,700 2,800 0 3,023 5,396

0 0 0 70,868 64,746

――― ――― ――― 0 38,125

（単位：千円）

国立大学法人上越教育大学

○外部資金
区 分

在籍者数（５月１日現在）

うち長期履修生

入学者数

受験者数

※授業料収入について、平成１６～１７年度において新入生に係る授業料の前倒し徴収を行わなかったため、平成
１６年度は、その影響額として１１０百万円少額となっている。

〔参考〕学部・大学院における過去５年間の在籍状況等

外部資金

科学研究費補助金

寄附金

受託研究

受託事業

補助金

（単位：人）

区 分

区 分

自己収入

学生等納付金収入

財産貸付料収入

雑収入

運営費交付金

施設費

○自己収入 （単位：千円）

過 去 ５ 年 間 の 収 入 状 況

○運営費交付金、施設費収入 （単位：千円）

区 分

kaikei4
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予 算

平成１６年度～平成２１年度 予算

（単位：百万円）
区 分 金 額

収入

運営費交付金 ２０，１９１

施設整備費補助金 １５１

船舶建造費補助金 ０

施設整備資金貸付金償還時補助金 ９０

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ０

自己収入 ４，９５１

授業料及入学金検定料収入 ４，３９３

附属病院収入 ０

財産処分収入 ０

雑収入 ５５８

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 １４５

長期借入金収入 ０

計 ２５，５２８

支出

業務費 ２５，１４２

教育研究経費 １８，７７３

診療経費 ０

一般管理費 ６，３６９

施設整備費 １５１

船舶建造費 ０

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 １４５

長期借入金償還金 ９０

計 ２５，５２８

[人件費の見積り]

中期目標期間中総額１８，１１６百万円を支出する （退職手当は除く）。

） 、 。注 人件費の見積りについては １７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏まえ試算している

注）退職手当については、国立大学法人上越教育大学役員退職手当規程及び同職員退職手当規程に

基づいて支給することとするが、運営費交付金として措置される額については、各事業年度の予

算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。

kaikei4
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[運営費交付金の算定ルール]

○ 毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それぞれの対応す

る数式により算定したもので決定する。

Ⅰ〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕

①「一般管理費 ：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営経費の総額。」

Ｈ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＨ（ｙ 。）

②「学部・大学院教育研究経費 ：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員の人件費」

相当額及び教育研究経費の総額。Ｃ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＣ（ｙ （Ｃ（ｘ））。

は、設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額 ）。

③「附属学校教育研究経費 ：附属学校の教育研究に必要な標準法上の教職員の人件費相当額及び」

教育研究経費の総額。Ｃ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＣ（ｙ （Ｃ（ｘ）は、標準法）。

に基づく教員にかかる給与費相当額 ）。

④「教育等施設基盤経費 ：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる」

経費。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ 。）

〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕

⑤「入学料収入 ：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額 （平成１５年度」 。

入学料免除率で算出される免除相当額については除外）

⑥「授業料収入 ：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額 （平成１５年度」 。

授業料免除率で算出される免除相当額については除外）

Ⅱ〔特定運営費交付金対象事業費〕

⑦「学部・大学院教育研究経費 ：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要となる教職員の」

人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｃ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＣ（ｙ 。）

⑧「附属学校教育研究経費 ：附属学校の教育研究活動の実態に応じて必要となる教職員の人件費」

相当額及び教育研究経費の総額。Ｃ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＣ（ｙ 。）

⑨「附属施設等経費 ：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費の総」

額。Ｄ（ｙ－1）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ 。）

⑩「特別教育研究経費 ：特別教育研究経費として、当該事業年度において措置する経費。」

⑪「特殊要因経費 ：特殊要因経費として、当該事業年度に措置する経費。」

〔特定運営費交付金対象収入〕

⑫「その他収入 ：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分 、授業料収入（収容定員超過分 、」 ） ）

雑収入。平成１６年度予算額を基準とし、中期計画期間中は同額。

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）
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１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい

ては、以下の数式により決定する。

Ａ（ｙ）＝Ｃ（ｙ）＋Ｄ（ｙ）＋Ｅ（ｙ）＋Ｆ（ｙ）－Ｇ（ｙ）

（１）Ｃ(ｙ)＝｛Ｃ(ｙ－１)×β(係数)×γ(係数)－Ｃ(ｘ)｝×α(係数)＋Ｃ(ｘ)

（２）Ｄ(ｙ)＝Ｄ(ｙ－１)×β(係数)×α(係数)

（３）Ｅ(ｙ)＝Ｅ(ｙ－１)×α(係数)±ε(施設面積調整額)

（４）Ｆ(ｙ)＝Ｆ(ｙ)

（５）Ｇ(ｙ)＝Ｇ(ｙ)

Ｃ(ｙ)：学部・大学院教育研究経費(②、⑦)、附属学校教育研究経費(③、⑧)を対象。

Ｄ(ｙ)：附属施設等経費(⑨)を対象。

Ｅ(ｙ)：教育等施設基盤経費(④)を対象。

Ｆ(ｙ)：特別教育研究経費(⑩)を対象。

Ｇ(ｙ)：入学料収入(⑤)、授業料収入(⑥)、その他収入(⑫)を対象。

２．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい

ては、以下の数式により決定する。

Ｂ（ｙ）＝Ｈ（ｙ）＋Ｉ（ｙ）

（１）Ｈ(ｙ)＝Ｈ(ｙ－１)×α(係数)

（２）Ｉ(ｙ)＝Ｉ(ｙ)

Ｈ(ｙ)：一般管理費(①)を対象。

Ｉ(ｙ)：特殊要因経費(⑪)を対象。

【 諸 係 数 】

α(アルファ) ：効率化係数。△１％とする。

β(ベータ) ：教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合

的に勘案して必要に応じ運用するための係数。

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度おける具体的な係数値を決定。

、 、なお 物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合には

一般管理経費についても必要に応じ同様の調整を行う。

γ(ガンマ) ：教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度おける具体的な係数値を決定。

ε(イプシロン)：施設面積調整額。施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。

。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定
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注）運営費交付金は上記算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、各

、 、事業年度の運営費交付金については 予算編成過程においてルールを適用して再計算され

決定される。

なお、運営費交付金で措置される「特別教育研究経費 「特殊要因経費」については、」

１７年度以降は１６年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の

変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定

される。

注）施設整備費補助金は 「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。、

注）施設整備資金貸付金償還時補助金は、償還計画に基づく所要額を計上している。

注）自己収入、産学連携等研究収入及び寄付金収入等については、過去の収入実績を勘案し

試算した収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄付金収入等は、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の

構成国立大学法人間における協定に基づく受託事業費は含まない。

注）業務費については、１７年度以降は１６年度の支出予定額を踏まえ効率化を図ることと

し試算した支出予定額を計上している。

注）施設整備費については、１７年度以降は１６年度と同額として試算した支出予定額を計

上している。

注）産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄付金収入等によ

り行われる事業経費を計上している。

注）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

注）運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数 「教育研究組織係」

数」は１とし、また 「施設面積調整額」については、面積調整はないものとして試算し、

ている。
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２．収支計画

平成１６年度～平成２１年度 収支計画

（単位：百万円）
区 分 金 額

費用の部 ２４，９７９
経常費用 ２４，９７８

業務費 ２２，７３５
教育研究経費 ３，６９１
診療経費 ０
受託研究費等 １７
役員人件費 ３１１
教員人件費 １３，８１４
職員人件費 ４，９０２

一般管理費 ２，０９０
財務費用 ０
雑損 ０
減価償却費 １５３

臨時損失 １

収入の部 ２４，９７９
経常収益 ２４，９７８

運営費交付金 １９，７２８
授業料収益 ３，５４５
入学金収益 ６９９
検定料収益 １５０
附属病院収益 ０
受託研究等収益 １７
寄附金収益 １２８
財務収益 ０
雑益 ５５８
資産見返運営費交付金等戻入 １０２
資産見返寄付金戻入 ０
資産見返物品受贈額戻入 ５１

臨時利益 １
純利益 ０
総利益 ０

注）受託研究費等は、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成国立大学法人間にお
ける協定に基づく受託事業費は含まない。

注）受託研究等収益は、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成国立大学法人間に
おける協定に基づく受託事業収益は含まない。
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３．資金計画

平成１６年度～平成２１年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ２５，５６８

業務活動による支出 ２４，８２３

投資活動による支出 ６１５

財務活動による支出 ９０

次期中期目標期間への繰越金 ４０

資金収入 ２５，５６８

業務活動による収入 ２５，２８７

運営費交付金による収入 ２０，１９１

授業料及入学金検定料による収入 ４，３９３

附属病院収入 ０

受託研究等収入 １７

寄付金収入 １２８

その他の収入 ５５８

投資活動による収入 ２４１

施設費による収入 ２４１

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前期中期目標期間よりの繰越金 ４０

注）前期中期目標期間よりの繰越金には、奨学寄附金にかかる国からの承継見込額４０百万

円を含む。
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予 算

平成１７年度 予算
（単位：百万円）

区 分 金 額
収入

運営費交付金 ３，４６７

施設整備費補助金 ０

船舶建造費補助金 ０
施設整備資金貸付金償還時補助金 １８

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ２５

自己収入 ８３７

授業料及入学金検定料収入 ７４７
附属病院収入 ０

財産処分収入 ０

雑収入 ９０

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 ２４
長期借入金収入 ０

計 ４，３７１

支出

業務費 ４，３０４

教育研究経費 ３，１６２

診療経費 ０
一般管理費 １，１４２

施設整備費 ２５

船舶建造費 ０

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 ２４
長期借入金償還金 １８

計 ４，３７１

[人件費の見積り]

期間中総額２，９７５百万円を支出する （退職手当は除く）。

注）兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成国立大学法人間における

協定に基づく受託事業費は含まない。
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２．収支計画

平成１７年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ４，１８２
経常費用 ４，１８２

業務費 ３，８２１

教育研究経費 ５５１

診療経費 ０
受託研究費等 ３

役員人件費 ８７

教員人件費 ２，２９９

職員人件費 ８８１
一般管理費 ３２１

財務費用 ０

雑損 ０

減価償却費 ４０
臨時損失 ０

収入の部 ４，１８２
経常収益 ４，１８２

運営費交付金 ３，２８１

授業料収益 ５９２

入学金収益 １３０
検定料収益 ２５

附属病院収益 ０

受託研究等収益 ３

寄附金収益 ２１
財務収益 ０

雑益 ９０

資産見返運営費交付金等戻入 ２４
資産見返寄附金戻入 １

資産見返物品受贈額戻入 １５

臨時利益 ０

純利益 ０
総利益 ０
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３．資金計画

平成１７年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ４，９２８
業務活動による支出 ４，１４２

投資活動による支出 ２１１

財務活動による支出 １８

翌年度への繰越金 ５５７

資金収入 ４，９２８

業務活動による収入 ４，３２８

運営費交付金による収入 ３，４６７
授業料及入学金検定料による収入 ７４７

附属病院収入 ０

受託研究等収入 ３

寄附金収入 ２１
その他の収入 ９０

投資活動による収入 ４３

施設費による収入 ４３
その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度よりの繰越金 ５５７
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損 益 計 算 書 
（平成17 年4 月1 日～平成18 年3 月31 日） 

（単位：千円） 

経常費用  

  業務費  

   教育経費 523,582  

   研究経費 114,273  

   教育研究支援経費 170,367  

   受託研究費 5,395  

   受託事業費 64,745  

   役員人件費 50,789  

   教員人件費 2,073,786  

   職員人件費 846,218 3,849,159  

  一般管理費 240,621  

  財務費用 -  

  雑損 2  

経常費用合計 4,089,782 

経常収益  

  運営費交付金収益 3,202,334  

  授業料収益 636,957  

  入学料収益 142,023  

  検定料収益 27,096  

  受託研究等収益  

   政府受託研究収益 3,025  

   その他受託研究等収益 2,370 5,395  

  受託事業等収益  

   政府受託事業等収益 2,160  

   その他受託事業等収益 62,585 64,745  

  寄附金収益 26,583  

  補助金等収益 38,063  

  施設費収益 23,397  

  資産見返負債戻入  

   資産見返運営費交付金等戻入 15,978  

   資産見返寄附金戻入 613  

   資産見返物品受贈額戻入 22,183 38,774  

  財務収益  

   受取利息 38 38  

  雑益  

   財産貸付料収益 80,827  

   その他雑収入 10,344 91,171  

経常収益合計 4,296,582 

経常利益 206,799 

  

臨時損失  

   固定資産売却損 313  

   固定資産除却損 12,267 12,581 

臨時利益  

   固定資産売却益 833  

   資産見返負債戻入 20,104 20,938 

当期純利益 215,157 

目的積立金取崩額 - 

当期総利益 215,157 
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平成18年度学内予算編成方針

Ⅰ 本学の財政見通し

１ 中期的な財政見通し
本学は、国から措置される運営費交付金と授業料等の自己収入を主な財源として、

大学運営を行っており、財源の約８割を運営費交付金が占めている。
運営費交付金における教育研究経費等（当該年度限りとして措置される事項指定経費

以外の経費）の中期的な見通しは、効率化係数の影響や学生定員未充足に伴う授業料・
入学料の収入調整が段階的になくなるなど、年々厳しさを増す見込みであり、本中期
目標期間の最終年度である平成21年度においては、初年度の平成16年度と比較し、
約2億17百万円ものマイナスとなる見込みであり、加えて 「総人件費改革の実行計、
画等（平成17年12月24日閣議決定 」を踏まえた運営費交付金への影響も憂慮される）
ところである。

これらのことから、支出予算の約４分の３を占める人件費の削減・抑制を図ってい
、 。かなければ 本学の財政に極めて深刻な影響を及ぼすことが懸念されるところである

以上のように極めて厳しい中期的な財政見通しを踏まえ、本学は授業料や外部資金
等の自己収入の確保に努めるとともに、人件費を含む支出予算の戦略的かつ計画的な
抑制に取り組み、教育研究の活性化や学生支援の推進等を図るために予算の重点化を
推進する必要がある。

２ 平成18年度の財政の見通し
平成18年度予算政府案における本学の運営費交付金予定額の総額は、約33億83百万円

である。内訳は、教育研究経費等が約29億81百万円、当該年度限りとして措置される
事項指定経費（特別教育研究経費及び特殊要因経費）が約4億2百万円となっており、
教育研究経費等について、前年度と比較するとマイナス約43百万円（△1.4％）と
効率化係数の影響等により非常に厳しい状況である。

なお、授業料等の自己収入は、大学院の学生数が増加する見込みであり、15百万～
20百万円程度の増となる見通しである。

Ⅱ 平成18年度学内予算編成方針

１ 基本方針
平成18年度の学内予算編成にあたっては、本学の財政見通し及び政府の総人件費

改革の動向を踏まえつつ、年度計画の諸施策を着実に実施するため、次のことを基本
方針として予算を編成する。
① 人件費については 「総人件費改革の実行計画等（平成17年12月24日閣議決定 」、 ）

に基づく中期目標・中期計画の策定を踏まえ計上する。
② 物件費については、効率化係数等の影響を勘案し既定経費の一層の見直しを図る

とともに、年度計画の着実な実施、学生支援の充実等、緊要と考えられる施策等に
必要な予算を重点的に確保するなど、予算の効率化・重点化を進める。

③ 重点施策経費については，大学院の学生定員充足のための広報活動経費等につい
て、重点的に計上するとともに、特別教育研究経費として措置された教育改革経費
の２件についても、重点施策経費として計上する。

④ 学長裁量経費については、全学的な視点から教育研究の活性化や大学運営の改善
等を図るため平成17年度の予算配分額を踏まえながら計上する。

⑤ 教育研究環境整備積立金を財源とした施設等の整備については、中長期的な施設
等の改修・修繕を十分に考慮の上、平成18年度における計画を策定し計上する。

⑥ 効率化係数等の影響額については、既定経費の一層の見直し等により対応すること
とし、授業料、入学料等の学生納付金及び学生宿舎の寄宿料等の料金改定は行わない。
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２ 収入予算の方針
（１）運営費交付金収入

運営費交付金収入は、国から交付される金額を計上する。
（２）自己収入

自己収入は、授業料、入学料等の学生等納付金収入及び財産貸付料収入等について、
現行の料金単価に基づき在籍見込学生数や過去の収入実績等より適切に見積り計上
する。

（３）目的積立金収入
目的積立金収入は、教育研究環境整備積立金から、平成18年度における教育研究

環境の整備計画に要する経費見合いを取り崩し計上する。
（４）受託収入及び寄附金収入

受託収入及び寄附金収入は、過去の収入実績に基づき計上する。
、 、 （ ）なお 連合大学院に係る受託金については 受入後に受託収入 受託事業等収入

に計上する。
（５）施設費収入

施設費収入は、国又は国立大学財務・経営センターから交付される金額を計上する。

３ 支出予算の方針
（１）業務経費

大学の業務運営等のための経費として、運営費交付金収入及び自己収入の合計額
を財源とし、基本方針に基づき既定経費の一層の見直しを図り、予算の効率化・
重点化を進める。
① 人件費

ア 人件費は 「総人件費改革の実行計画等（平成17年12月24日閣議決定 」に、 ）
基づく中期目標・中期計画の策定を踏まえ計上する。

イ 退職手当は、文部科学省から示される金額を予算額とする。
② 教育研究経費

ア 教育研究基盤経費は、大学院における学生数の増加に伴う教育経費及び学生
支援の充実を目的とした学務情報システム稼働に伴う経費等を考慮しつつ、
各事項内容の見直しを図り計上する。

、 、イ 教育研究特別経費は 研究プロジェクト等経費及び留学生・国際交流経費等
各事項内容の見直しを図るとともに、特別教育研究経費として措置される障害
学生学習支援経費についても計上する。

③ 全学施策経費
ア 重点施策経費は、大学院の学生定員充足のための広報活動経費等について、

重点的に計上する。
イ 特別教育研究経費として措置される教育改革経費の２件についても、重点

施策経費として計上する。
ウ 学長裁量経費については、全学的な視点から教育研究の活性化や大学運営の

改善等を図るため平成17年度の予算配分額を踏まえながら計上する。
④ 管理運営等経費

大学全体の管理運営を行うために要する経費について、効率化係数等の影響を
勘案し、既定経費の一層の見直しを図り計上する。

⑤ 予備費
、 。予備費は 予算編成時点で予期し得なかった支出等に対応するために計上する

（２）教育研究環境整備経費
教育研究環境整備積立金を財源とし、平成18年度における教育研究環境の整備

計画に要する経費を計上する。
（３）受託経費、寄附金経費及び施設費

、 、 。受託経費 寄附金経費及び施設費は 収入予算に計上した金額と同額を計上する
（※受託経費及び寄附金経費は、実際の受入額が実行上の予算額となる ）。

４ 予算の補正
学内予算の決定後に大幅な自己収入の増減等が生じ、予備費の使用や予算の流用で

は対応が困難な場合において、補正予算の編成を行う。
また、平成17年度の剰余金について、文部科学大臣の経営努力認定がなされ、目的

積立金として確定後においても必要に応じて補正予算の編成を行う。



（単位：千円）

款 予 算 額 項 予 算 額 目 予 算 額 目細 予 算 額 積算事項 算 定 額

業務経費 4,256,303 人件費 3,210,029 人件費 2,918,546 役員人件費 47,710 47,710

教員人件費 2,022,457 2,022,457

職員人件費 764,110 764,110

非常勤職員人件費 84,269 非常勤講師人件費 17,389

客員研究員人件費 1,441

ティーチングアシスタント経費 2,101

ティーチングサポーター経費 929

教育・研究支援職員人件費 46,718

事務補助員等人件費 15,691

退職手当 291,483 退職手当 291,483 291,483

教育研究経費 397,540 教育研究基盤経費 315,911 教育研究教員経費 124,377 124,377

教育研究設備経費 12,965 12,965

教育支援経費 30,778 教務経費 18,053

教育実習等経費 8,814

特別科目経費 2,011

非常勤講師等旅費 1,900

附属図書館経費 32,372 図書購入費 24,193

附属図書館運営費 8,179

学校教育総合研究センター経費 4,132 4,132

情報基盤センター経費 78,797 78,797

心理教育相談室経費 2,154 2,154

実技教育研究指導センター経費 2,348 2,348

障害児教育実践センター経費 2,052 2,052

附属小学校経費 10,804 10,804

附属中学校経費 11,141 11,141

附属幼稚園経費 3,991 3,991

教育研究特別経費 30,650 研究プロジェクト等経費 18,034 研究プロジェクト経費 15,856

紀要等刊行費 2,178

留学生・国際交流経費 6,785 6,785

公開講座等経費 1,868 公開講座経費 1,460

文化講演会経費 408

フレンドシップ事業経費 2,000 2,000

大学入試センター委員経費 303 303

障害学生学習支援等経費 1,660 1,660

学生支援等経費 30,264 学生支援経費 15,898 厚生補導経費 9,776

就職支援経費 6,122

保健管理センター経費 4,300 4,300

大学会館経費 2,042 2,042

赤倉野外活動施設経費 2,168 2,168

学生宿舎経費 5,856 5,856

入学試験経費 20,715 入学試験経費 20,715 20,715

全学施策経費 262,216 重点施策経費 213,716 教育研究改善等経費 37,080 37,080

教育改革経費（情報） 61,090 61,090

教育改革経費（特別支援教育） 46,856 46,856

特別設備経費 5,330 5,330

施設改修等経費 63,360 63,360

学長裁量経費 48,500 学長裁量経費 48,500 48,500

管理運営等経費 376,518 管理運営等経費 376,518 管理運営経費 286,432 水道光熱費 110,608

通信運搬費 5,419

旅費交通費 16,420

自動車維持経費 2,901

業務委託等経費 78,571

諸会費・会議経費 5,253

公租公課 9,136

職員厚生経費 2,206

事務情報化経費 16,595

その他管理運営経費 39,323

施設等維持管理経費 90,086 90,086

予備費 10,000 予備費 10,000 予備費 10,000 10,000

小 計 4,256,303 4,256,303 4,256,303 4,256,303 4,256,303

教育環境整備経費 26,560 教育環境整備経費 26,560 教育環境整備経費 26,560 教育環境整備経費 26,560 26,560

受託経費 3,000 受託研究等経費 3,000 受託研究経費 3,000 受託研究 3,000 3,000

共同研究経費 0 共同研究 0 0

受託事業等経費 0 受託事業経費 0 受託事業 0 0

共同事業経費 0 共同事業 0 0

補助金等経費 29,643 補助金等経費 29,643 補助金等経費 29,643 補助金等経費 29,643 29,643

寄附金経費 22,138 寄附金経費 22,138 寄附金経費 22,138 寄附金 22,138 22,138

施設費 238,643 施設費 238,643 施設整備費 213,643 アスベスト対策事業費 60,967 60,967

耐震化対策事業費 152,676 152,676

財務・経営センター施設費 25,000 営繕費 25,000 25,000

合 計 4,576,287 4,576,287 4,576,287 4,576,287 4,576,287

※１　網掛けは運営費交付金算定における事項指定経費である。

　 ２　成果進行基準により収益化を行う経費は（目）重点施策経費の（目細）教育改革経費（情報）及び（目細）教育改革経費（特別支援教育）とする。

　 ３　連合大学院に係る受託金については，受入後に（目）受託事業経費に計上する。

平 成 １ ８ 年 度   国 立 大 学 法 人 上 越 教 育 大 学 支 出 予 算

kaikei4
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（参考資料１）

（単位：千円）

款 １８年度
予 算 額

１７年度
予 算 額

増△減額 項 １８年度
予 算 額

１７年度
予 算 額

増△減額 目 １８年度
予 算 額

１７年度
予 算 額

増△減額 目細 １８年度
予 算 額

１７年度
予 算 額

増△減額

業務経費 4,256,303 4,303,572 △47,269 人件費 3,210,029 3,267,277 △57,248 人件費 2,918,546 2,974,970 △56,424 役員人件費 47,710 52,271 △4,561

教員人件費 2,022,457 2,045,390 △22,933

職員人件費 764,110 789,885 △25,775

非常勤職員人件費 84,269 87,424 △3,155

退職手当 291,483 292,307 △824 退職手当 291,483 292,307 △824

教育研究経費 397,540 391,969 5,571 教育研究基盤経費 315,911 307,466 8,445 教育研究教員経費 124,377 119,987 4,390

教育研究設備経費 12,965 13,096 △131

教育支援経費 30,778 16,498 14,280

附属図書館経費 32,372 32,495 △123

学校教育総合研究センター経費 4,132 4,174 △42

情報基盤センター経費 78,797 88,471 △9,674

心理教育相談室経費 2,154 2,176 △22

実技教育研究指導センター経費 2,348 2,372 △24

障害児教育実践センター経費 2,052 2,073 △21

附属小学校経費 10,804 11,011 △207

附属中学校経費 11,141 11,356 △215

附属幼稚園経費 3,991 3,757 234

教育研究特別経費 30,650 33,113 △2,463 研究プロジェクト等経費 18,034 18,505 △471

留学生・国際交流経費 6,785 6,949 △164

公開講座等経費 1,868 1,940 △72

フレンドシップ事業経費 2,000 2,012 △12

大学入試センター委員経費 303 1,212 △909

災害支援経費 0 1,465 △1,465

障害学生学習支援等経費 1,660 1,030 630

学生支援等経費 30,264 30,358 △94 学生支援経費 15,898 15,251 647

保健管理センター経費 4,300 4,889 △589

大学会館経費 2,042 2,080 △38

赤倉野外活動施設経費 2,168 2,194 △26

学生宿舎経費 5,856 5,944 △88

入学試験経費 20,715 21,032 △317 入学試験経費 20,715 21,032 △317

全学施策経費 262,216 250,014 12,202 重点施策経費 213,716 201,514 12,202 教育研究改善等経費 37,080 46,520 △9,440

教育改革経費（情報） 61,090 87,272 △26,182

教育改革経費（特別支援教育） 46,856 0 46,856

特別設備経費 5,330 59,582 △54,252

施設改修等経費 63,360 8,140 55,220

学長裁量経費 48,500 48,500 0 学長裁量経費 48,500 48,500 0

管理運営等経費 376,518 384,312 △7,794 管理運営等経費 376,518 384,312 △7,794 管理運営経費 286,432 294,401 △7,969

施設等維持管理経費 90,086 89,911 175

予備費 10,000 10,000 0 予備費 10,000 10,000 0 予備費 10,000 10,000 0

小 計 4,256,303 4,303,572 △47,269 4,256,303 4,303,572 △47,269 4,256,303 4,303,572 △47,269 4,256,303 4,303,572 △47,269

教育環境整備
経費

26,560 0 26,560 教育環境整備経
費

26,560 0 26,560 教育環境整備経費 26,560 0 26,560 教育環境整備経費 26,560 0 26,560

受託経費 3,000 2,868 132 受託研究等経費 3,000 2,868 132 受託研究経費 3,000 2,868 132 受託研究 3,000 2,868 132

共同研究経費 0 0 0 共同研究 0 0 0

受託事業等経費 0 0 0 受託事業経費 0 0 0 受託事業 0 0 0

共同事業経費 0 0 0 共同事業 0 0 0

補助金等経費 29,643 0 29,643 補助金等経費 29,643 0 29,643 補助金等経費 29,643 0 29,643 補助金等経費 29,643 0 29,643

寄附金経費 22,138 21,283 855 寄附金経費 22,138 21,283 855 寄附金経費 22,138 21,283 855 寄附金 22,138 21,283 855

施設費 238,643 43,099 195,544 施設費 238,643 43,099 195,544 施設整備費 213,643 0 213,643 アスベスト対策事業費 60,967 0 60,967

耐震化対策事業費 152,676 0 152,676

財務・経営センター施設費 25,000 25,000 0 営繕費 25,000 25,000 0

施設整備資金貸付金償還
経費

0 18,099 △18,099 施設整備資金貸付金償還経費 0 18,099 △18,099

合 計 4,576,287 4,370,822 205,465 4,576,287 4,370,822 205,465 4,576,287 4,370,822 205,465 4,576,287 4,370,822 205,465

※１　平成１７年度予算額は当初予算額である。

　２　網掛けは運営費交付金算定における事項指定経費である。

平 成 １ ８ 年 度   国 立 大 学 法 人 上 越 教 育 大 学 支 出 予 算 【１７年度予算額との比較】



（参考資料２）

現 員 減 増 現 員 減 増 現 員 減 増 現 員

役員人件費 学 長 1 1 1 1

理 事 2 2 2 2

理事(非常勤) 1 1 1 1

監事(非常勤) 2 2 2 2

教員人件費 副 学 長 2 2 2 2

大 学 教 員 160 10 10 160 1 159 6 165

（教 授） (67) (3) (5) (69) (1) (68) (6) (74)

（助教授） (74) (4) (5) (75) (75) (75)

（講 師） (15) (2) (13) (13) (13)

（助 手） (4) (1) (3) (3) (3)

附属学校教員 39 39 39 39

職員人件費 学長特別補佐 3 3 3 3

一 般 職 員 102 2 100 100 100

312 12 10 310 1 309 6 315合 計

予 算 区 分 職 種

平成１８年度　雇 用 計 画 表

H18.4.1 H18.9.1 H18.10.1

平 成 １ ８ 年 度 雇 用 計 画

H18.3.31



（参考資料３）

１　教育研究改善等経費 37,080千円 

(1) 大学院定員充足等のための大学広報活動 (15,420千円) 

　・教育委員会・私立大学への広報活動

　・大学公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの整備

　・広報用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成

　・専門誌・受験雑誌等への広告掲載　

(2) 学生支援の充実・教育の改善 (16,460千円) 

　・授業内容・方法の改善（ＦＤ）

　・教員採用試験学習支援ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ構築

　・卒業生・修了生のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築

　・教育の情報化推進（情報ｽｷﾙ講習会実施・利用者ｻﾎﾟｰﾄ充実）

(3) 地域連携・大学間連携の推進 (5,200千円) 

　・地域貢献事業の推進

　・近隣大学との連携推進

２　教育改革経費（情報） 61,090千円 

　・情報教育・遠隔教育用ｺﾝﾃﾝﾂの制作

　・教育情報等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ導入

　・情報基盤ｾﾝﾀｰ・郊外ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ更新等

３　教育改革経費（特別支援教育） 46,856千円 

　・事業推進ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの雇用

　・障害児行動解析ｼｽﾃﾑ導入

　・特別支援教育に係る教材作成費等

４　特別設備経費 5,330千円 

附属図書館入館管理システム更新
　

５　施設改修等経費 63,360千円 

(1)附属中学校給食調理室改修・設備更新 (57,500千円) 

　・ドライシステム化・狭隘解消のための施設改修費

　・調理用設備更新・整備

(2学生宿舎居住環境の改善 (5,860千円) 

　・世帯用学生宿舎の居室内装改修 〔6年計画の5年次分〕

　・学生宿舎の防犯対策（鍵取替） 〔3年計画の2年次分〕

特別支援教育のための大学院における教員養成・研修システムの開発
 －障害児教育実践センター及び附属学校の活用を通して－

平 成 １８年 度 重 点 施 策 経 費 の 主 要 事 項

情報教育等の実践的指導力を備えた教員の養成・研修
－「情報モラルを核とした情報教育」及び「学校教育の情報化」の推進－



（金額単位：千円）

指 数 指 数 指 数

3,223,755 100 3,267,277 101 3,210,029 100

（目）人件費 3,007,923 100 2,974,970 99 2,918,546 97

（目）退職手当 215,832 100 292,307 135 291,483 135

392,241 100 391,969 100 397,540 101

217,948 100 250,014 115 262,216 120

387,440 100 384,312 99 376,518 97

5,000 100 10,000 200 10,000 200

4,226,384 100 4,303,572 102 4,256,303 101

※　本表は、支出予算（業務経費）の当初予算の年度別推移を表したものである。

支出予算（業務経費）の年度別推移

１６年度
予 算 額

１７年度
予 算 額

１８年度
予 算 額

項 名

予備費

合 計

人件費

教育研究経費

全学施策経費

管理運営等経費

kaikei4
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平成１８年度大学教員に係る教育研究経費の配分方針

平成１８年度の大学教員に係る教育研究経費は，支出予算科目「教育研究教員経費」及び「教育
研究設備経費」に区分し，次の方針に基づき配分する。

１ 教育研究教員経費
教育研究教員経費は，大学教員の教育研究に係る経費として，教員数積算分，大学院学生数

積算分，学部学生数積算分，留学生・研究生数積算分及び教育研究等の評価に基づく積算分の
事項ごとに下記( )～( )のとおり配分額を算定し，教員数積算分，大学院学生数積算分のうち1 5

， ， ，論文指導分 留学生・研究生数積算分及び教育研究等の評価に基づく積算分は 各教員へ配分し
大学院学生数積算分のうち授業分及び学部学生数積算分については，各講座及び学校教育総合研
究センターへ配分する。

( ) 教員数積算分1
教員数積算分は，５月１日現在の教員数（休職者を除く ）に基づき配分し，配分単価は，。

下記の表のとおりとする。
なお，年度途中の任用者又は昇任者に係る配分については，任用月又は昇任月に応じて，

月割により追加配分を行うものとする。

区 分 配 分 単 価
教 授 ４４４，４００円
助 教 授 ・ 講 師 ３３３，３００円
助 手 ２２２，２００円
外 国 人 教 師 ３３３，３００円
教 授 兼 務 者 １００，０００円
客 員 研 究 員 １００，０００円

( ) 大学院学生数積算分2
① 大学院学生数積算分は，論文指導分と授業分に区分し配分する。
② 論文指導分は，大学院学生の論文を指導する教員への配分経費として，５月１日現在の
大学院学生数（留学生を含み，休学者を除く ）に基づき標準履修（２年の教育課程）学生。
１人当たり７２，０００円，長期履修（３年の教育課程）学生１人当たり４８，０００円を
配分する。
なお，５月１日現在において休学していた学生が年度途中に復学した場合は，指導教員の

申請に基づき上記の学生１人当たり単価を配分する。
また，長期履修学生が履修期間を変更し，２年の標準履修年限となった場合は，指導教員

の申請に基づき学生１人当たり４８，０００円を追加配分する。

③ 授業分は，１講座・分野当たり２００，０００円を１６講座（分野）に配分する。

( ) 学部学生数積算分3
学部学生数積算分は，予算額１０，７７２千円を学部の各開設授業科目毎に，次の方法で

算出して得た比率で当該授業等を担当する講座等に配分する。

「講義 ・ 演習」＝１」「
各授業科目等の履修学生数 × 単位数 ×（※）

「実験 ・ 実習」＝３」「

※ 履修学生数には、教育職員免許取得プログラム受講者及び科目等履修生を含む。

kaikei4
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( ) 留学生・研究生数積算分4
留学生・研究生数積算分は，留学生・研究生の指導教員への配分経費として，５月１日現在

の留学生・研究生数（大学院の正規学生及び休学者を除く。）に基づき配分するものとし，学生
一人当たりの配分単価は下記の表のとおりとする。
なお，５月２日以降に新たに留学生・研究生を指導することとなった場合又は５月１日現在

において休学していた留学生・研究生が年度途中に復学した場合は，指導教員の申請に基づき
下記の表のとおり配分する。

区 分 配 分 単 価
留学生 研究生及び特別研究学生 ６０，０００円

上記以外の留学生 ３０，０００円
留学生以外の研究生 ３０，０００円

( ) 教育研究等の評価に基づく積算分5
教育研究等の評価に基づく積算分は，競争的経費等の予算額６４，６８８千円から、上記の

( )大学院学生数積算分の②論文指導分，( ) 学部学生数積算分及び( )留学生・研究生数積算分2 3 4
の配分所要額を控除した後の額について，大学評価委員会の審議結果に基づき追加配分を行う
ものとする。

２ 教育研究設備経費
教育研究設備経費は，大学の教育研究用設備の維持管理・充実のための経費として，学内公募

を実施し，予算額１２，９６５千円から学内共同利用の印刷機に係る維持費を控除した後の額の
範囲内において，維持管理経費，更新経費及び新規取得経費に区分し，申請内容等を勘案の上，
配分額を決定する。

なお，上記の決定により予算に残余が生じた場合は，その取扱いについて，別途，検討を行う
こととする。

３ その他
連合大学院の受託金に係る教育研究経費の配分方針は，別に定める。
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○国立大学法人上越教育大学内部監査規
程

平成16年10月20日

（ ）規 程 第 1 0 1 号

国立大学法人上越教育大学内部監査規程

（目的）

この規程は，国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という ）における内第１条 。

部監査（以下「監査」という ）の実施に関し必要な事項を定め，本法人の業務管理全。

， 。般の適正かつ効率的な運営を図るとともに 財務会計の適正を期することを目的とする

（定義）

この規程において 「部局」とは，次の各号に掲げる組織をいう。第２条 ，

(1) 第一部，第二部，第三部，第四部及び第五部

(2) 学校教育総合研究センター，保健管理センター，情報基盤センター，心理教育相談

室，実技教育研究指導センター，障害児教育実践センター及び各附属学校

(3) 事務局（課及び室）

（監査の対象）

監査の対象は，次の各号に掲げるとおりとする。第３条

(1) 業務監査 業務活動が法令並び本法人の方針，計画，制度及び諸規則に準拠し適正

に行われているかについての監査

(2) 財務会計監査 財務会計処理の適否，会計記録の正否及び資産管理状況の適否等に

ついての監査

（監査の種類）

監査の種類は，次の各号に掲げるとおりとする。第４条

(1) 定期監査 あらかじめ定められた監査実施計画に基づき定期的に実施する監査

(2) 臨時監査 学長が必要と認めた場合に実施する監査

（監査実施計画）

学長は，毎事業年度開始後速やかに監査実施計画を作成しなければならない。た第５条

だし，臨時監査を行うときは，その都度，監査項目，実施時期，監査方法等を定めるも

のとする。

２ 学長は，前項の監査実施計画を作成したときは，監事に回付するとともに，役員会に

報告するものとする。

（監査員の指名）

学長は，監査を実施するため，事務局所属の職員のうちから主任監査員及び監査第６条

員（以下「監査員」という ）を命ずるものとする。。

２ 学長は，必要があると認めるときは，監査員を補助する者を命ずることができる。

（監査員の権限）

監査員は，当該監査対象部局に係る事務の担当者及び関係者（以下「担当者等」第７条

という｡）に対し，関係資料の提出，事実の説明，その他必要事項の報告等を求めるこ
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とができる。

２ 監査員は，必要と認めた場合には，学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求め

ることができる。

， ， 。３ 監査員の求めに対し 担当者等は監査業務に協力し これを拒否することができない

（監査員の遵守事項）

監査員（補助する者を含む。以下同じ）は，常に公正かつ厳正に監査に当たらな第８条

ければならない。

２ 監査員は，業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

３ 監査員は，担当者等に対し，業務の処理・方法について直接指揮命令をしてはならな

い。

（監査の実施）

学長は，監査を実施しようとするときは，その時期及び監査員の氏名その他必要第９条

な事項を通知するものとする。ただし，緊急又は特に必要と認められる場合は，事前に

通知することなく監査を実施することができる。

（監査の方法）

監査は，原則として，実地監査により行う。ただし，監査の内容によっては，第１０条

担当者等から関係書類等を取り寄せ，その審査によりこれに代えることができる。

（監査結果の説明）

監査員は，監査を終了したときは，担当者等に対して監査結果の説明を行い，第１１条

担当者等から具申があるときは，十分意見を聴取するものとする。

（監査結果の報告）

監査員は，監査を終了したときは，所定の監査結果報告書により，速やかにそ第１２条

の結果を学長に報告し，その監査結果を当該監査対象部局の長に通知するものとする。

（監査結果の措置）

， ， ，第１３条 学長は 前条の監査結果報告書に基づき その内容を学内に周知するとともに

是正改善の必要があると判断した場合は，その事項を所定の改善命令通知書により，改

善対象部局の長に通知しなければならない。

２ 改善対象部局の長は，前項の改善命令を受けた事項について，速やかに改善措置を講

ずるとともに，その結果を所定の改善結果報告書により，学長に報告しなければならな

い。

（役員会等への報告等）

学長は，監査結果報告書及び改善結果報告書を監事に回付するとともに，役員第１４条

会に報告するものとする。

（細則）

この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，学長が別第１５条

に定める。

附 則

この規程は，平成16年10月20日から施行し，平成16年４月１日から適用する。



○国立大学法人上越教育大学内部監査実
施細則

平成16年10月20日

（ ）細 則 第 4 0 号

平成17年４月１日細則第11号改正

平成18年３月31日細則第６号改正

国立大学法人上越教育大学内部監査実施細則

（趣旨）

この細則は，国立大学法人上越教育大学内部監査規程（平成16年規程第101号。第１条

以下「監査規程」という ）第15条の規定に基づき，国立大学法人上越教育大学（以下。

「本法人」という ）における内部監査（以下「監査」という ）の実施に関し必要な。 。

事項を定める。

（監査事項）

， ，第２条 監査規程第３条各号に規定する監査の監査事項は 次の各号に掲げるとおりとし

学長が当該年度の対象範囲を決定するものとする。

(1) 業務監査

ア 業務方法書及び本法人の諸規程等の実施状況

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ウ 組織運営の状況

エ 人事管理の状況

オ その他業務に関する事項

(2) 財務会計監査

ア 年次決算の状況

イ 予算執行及び資金運用の状況

ウ 契約の状況

エ 債権管理の状況

オ 資金管理の状況

カ 金銭出納の状況

キ 資産管理の状況

ク 外部資金経理の状況

ケ 預り金管理の状況

コ その他財務会計に関する事項

（監査実施計画）

監査規程第５条第１項に規定する監査実施計画には，次の各号に掲げる事項を記第３条

載するものとする。

(1) 監査の方針

(2) 監査の内容
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(3) 監査の実施時期

(4) 監査の方法

(5) その他必要な事項

（監査員の任命）

， （ 「 」 。）第４条 学長は 監査規程第６条に定める主任監査員及び監査員 以下 監査員 という

を国立大学法人上越教育大学職員就業規則（平成16年規則第10号）第３条第１項第３号

に規定する一般職員で，次の各号に掲げる職務の級にある者から任命するものとする。

ただし，これによりがたい場合は，それぞれ１級下位の者とすることができる。

(1) 主任監査員 一般職俸給表（一）４級以上の者 １人

(2) 監査員 一般職俸給表（一）３級以上の者 ３人以上

２ 学長は，監査実施に当たり前項に定める監査員の構成では監査が困難であるとき又は

専門的知識を有する者を必要とするときは，前項の規定にかかわらず職員又は職員以外

の者を補助監査員に任命することができる。

３ 学長は，財務会計監査については，監査対象期間中に財務会計事務に直接関わった者

を監査員（補助監査員を含む。以下同じ ）に任命してはならない。。

４ 監査員の任命は，別記第１号様式の国立大学法人上越教育大学内部監査員任命簿によ

り行うものとする。

５ 学長は，監査員を任命したときは，監事へ通知しなければならない。

（監査員の任期）

前条第１項に定める監査員の任期は，監査員を命じられた日から当該監査対象年第５条

度の翌年度の６月30日（国立大学法人法第35条の規定に基づく事業報告書及び財務諸表

の文部科学大臣への提出期限）までとし，再任を妨げない。

２ 補助監査員の任期は，学長が個別に定める。

（監査員の心得）

監査の実施に当たり，監査員は，次の掲げる事項に留意の上，監査を行うものと第６条

する。

(1) 監査員は，当該監査対象部局に係る事務の担当者及び関係者（以下「担当者等」と

いう｡）に接する際は，常に厳正かつ公平であって，研究的態度に心がけること。

(2) 監査員は，監査日程に従って，あらかじめ監査対象の実態把握に努め，監査員の分

担を定めて，実施の細部について事前の打合せを行い，監査に万全を期すること。

(3) 監査員は，事務処理が適正でない場合は，担当者等から事情聴取し，よく事実を確

かめ，合理的な判断を行うよう努めること。

(4) 監査員は，監査上の不明な点や疑義があったときは，主任監査員と協議すること。

， 。(5) 監査員は 職務遂行上知り得た重要な情報を他の監査員と共有するよう努めること

（監査結果報告書）

監査規程第12条に規定する監査結果報告書は，別記第２号様式のとおりとする。第７条

（改善命令通知書）

監査規程第13条第１項に規定する改善命令通知書は，別記第３号様式のとおりと第８条

する。

（改善結果報告書）



監査規程第13条第２項に規定する改善結果報告書は，別記第４号様式のとおりと第９条

する。

（その他）

この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，別に定め第１０条

る。

附 則

１ この細則は，平成16年10月20日から施行し，平成16年４月１日から適用する。

， ，２ この細則の施行後最初に任命する監査員の任期は 第５条第１項の規定にかかわらず

平成17年３月31日までとし，再任を妨げない。

附 則

１ この細則は，平成17年４月１日から施行する。

２ この細則の施行前に監査員であった者のうち，平成17年４月１日に再任される者の任

期は，第５条第１項の規定にかかわらず平成17年６月30日までとする。

附 則

この細則は，平成18年４月１日から施行する。



（第４条関係）別記第１号様式

国立大学法人上越教育大学内部監査員任命簿

国立大学法人上越教育大学長

印

１ あなたは，国立大学法人上越教育大学内部監査規程（平成16年規程第101号。以

下「監査規程」という。）第３条に規定する監査を行う者として，監査規程第６条

に規定する（主任監査員，監査員，補助監査員）に任命します。

２ あなたの（主任監査員，監査員，補助監査員）としての権限及び遵守事項は，監

査規程第７条及び第８条に規定するところによります。

３ あなたは，前２項について確認の上，この任命簿に押印してください。

職 務 名 所 属 職 名 氏 名 印 備 考
任 命

年月日



（第７条関係）別記第２号様式

監 査 結 果 報 告 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

主任監査員

印

国立大学法人上越教育大学内部監査規程（平成16年規程第101号）第４条の規定に

基づく （業務監査・財務会計監査）の（定期監査・臨時監査）を実施しましたので，，

下記のとおり報告します。

記

１ 監査対象期間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 監査対象部局

３ 監 査 の 方 法

４ 監 査 事 項

５ 是正改善を要する事項

（注）上記４の監査事項は，必要に応じて適宜事項を設けることができるものとする。



（第８条関係）別記第３号様式

改 善 命 令 通 知 書

年 月 日

（改善対象部局の長） 殿

国立大学法人上越教育大学長

印

国立大学法人上越教育大学内部監査規程（平成16年規程第101号）第13条第１項の

規定に基づき，下記のとおり通知します。

記

１ 監査対象期間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 改善対象部局

３ 改善命令事項

４ その他特記すべき事項

（注）上記３及び４については，詳細に記述すること。



（第９条関係）別記第４号様式

改 善 結 果 報 告 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

改善対象部局の長

印

年 月 日付け改善命令について，国立大学法人上越教育大学内部監

査規程（平成16年規程第101号）第13条第２項の規定に基づき，下記のとおり措置し

ましたので，報告します。

記

１ 監査対象期間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 改善対象部局

３ 改善措置

(1) 改善命令に基づく対象部局における調査・点検実施状況

実施年月日 年 月 日から 年 月 日まで

実施責任者 職名：

氏名：

実施方法及

び内容

(2) 改善措置の内容

４ その他特記すべき事項

（注）上記３及び４については，詳細に記述すること。
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○国立大学法人上越教育大学監事監査規
則

平成16年４月１日

（ ）規 則 第 ８ 号

国立大学法人上越教育大学監事監査規則

（趣旨）

この規則は，国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「法人法」という ）第１条 。

第11条第４項及び第５項の規定に基づき，監事が行う監査及び意見の提出に関し必要な

事項を定める。

（監査の目的）

監査は，国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という ）の財務内容を含第２条 。

む業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

（監査の対象）

監査は，本法人の業務について行うものとする。第３条

（監査の方法）

監査の方法は，書面監査と実地監査によるものとする。第４条

（監査計画）

監事は，毎事業年度の監査計画を作成し，あらかじめ学長に提出しなければなら第５条

ない。ただし，臨時に監査を行うときは，その都度，監査項目，実施時期，監査方法等

を文書で学長に提出するものとする。

２ 監査計画に記載する事項は，次の各号に掲げる事項とする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査の重点項目

(3) 監査の実施期間

(4) 監査の方法

３ 定期監査の監査事項は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務の監査

ア 法令，業務方法書及び本法人の諸規程等の実施状況

イ 中期目標，中期計画及び年度計画の実施状況

ウ 組織運営状況

エ 人事管理状況

(2) 会計の監査

ア 年次決算の状況

イ 予算の執行及び資金運用の状況

ウ 収入及び支出の状況

エ 固定資産の管理状況

オ 契約の状況

カ 人件費の支給状況
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４ 監査手順は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 監査対象部局の長（ただし，上越教育大学の学生宿舎及び赤倉課外活動施設は，事

務局に含む ）からの概況聴取。

(2) 帳簿その他証拠書類の原本確認

(3) 現地の調査

（監事以外の役員への質問等）

監事は，監査の際，監事以外の役員に対し必要に応じて質問し，又は説明，資料第６条

の提出を求めることができる。

２ 監事以外の役員は，監事が行う監査に協力しなければならない。

（監査終了後の措置）

監事は，監査終了後速やかに監査結果に基づく報告書を作成し，遅滞なく学長に第７条

提出するものとする。

２ 報告書に記載する事項は，次の各号に掲げる事項とする。

(1) 監査結果の概要

(2) 是正又は改善を要する事項

(3) その他必要と認めた事項

３ 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，学長又は文部科学大臣に

対し意見を提出するものとする。

４ 学長は，第１項の報告書に意見が付されている場合は，当該意見に対する回答を監事

にしなければならない。

（事故又は異例な事態の報告）

業務上の事故又は異例の事態が発生したときは，職員は速やかにその旨を口頭又第８条

は文書で監事に報告しなければならない。

（事務の処理）

監査に関する事務は，総務部総務課において処理する。第９条

（細則）

この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関して必要な事項は，学長と第１０条

協議の上，監事が別に定める。

附 則

この規則は，平成16年４月１日から施行する。



kikaku6
別添資料13－３－２－２「平成１７年度国立大学法人上越教育大学監事監査計画」





kikaku6
別添資料13－３－２－２「監査結果報告書」



kikaku6
別添資料13－３－２－３「監査契約書」











kaikei4

kaikei4

kaikei4

kaikei4


kaikei4

kaikei4

kikaku6
別添資料13－３－２－３「独立監査人の監査報告書」


	基準13に関する根拠資料
	13－１－１－１　貸借対照表（財務諸表）
	13－１－２－１　過去５年間の収入状況
	13－２－１－１　中期計画（予算、収支計画及び資金計画）
	13－２－１－１　年度計画（予算、収支計画及び資金計画）
	13－２－１－２　情報公開　　　　　　　　　（http://www.juen.ac.jp）
	13－２－２－１　損益計算書（財務諸表）
	13－２－３－１　平成１８年度学内予算編成方針
	13－２－３－２　平成１８年度国立大学法人上越教育大学支出予算
	13－２－３－３　支出予算（業務経費）の年度別推移
	13－２－３－４　平成１８年度大学教員に係る教育研究経費の配分方針
	13－３－１－１　財務諸表等の公表に関する法令抜粋（国立大学法人法第35条）
	13－３－１－１　官報
	13－３－１－１　本学ホームページ  　　　　　　（http://www.juen.ac.jp） 
	13－３－２－１　国立大学法人上越教育大学内部監査規程
	13－３－２－１　国立大学法人上越教育大学内部監査実施細則
	13－３－２－１　平成１７年度国立大学法人上越教育大学内部監査実施計画
	13－３－２－１　監査結果報告書
	13－３－２－２　国立大学法人上越教育大学監事監査規則
	13－３－２－２　平成１７年度国立大学法人上越教育大学監事監査計画
	13－３－２－２　監査結果報告書
	13－３－２－３　監査契約書
	13－３－２－３　独立監査人の監査報告書



